
令 和 ４ 年 4 月 １ ３ 日
産 業 労 働 局
(公財)東京都中小企業振興公社

知的財産は、製品や技術、ビジネスモデル、デザイン等の保護や活用の源泉となる重要な経営資源で

ある一方、知的財産を理解して実務に活用できる人材が不足しています。

また、スタートアップ企業は、経済成長を牽引する担い手等として産業における重要性が増してきて

いるものの、知的財産に関するノウハウに乏しく、経営に活用しきれていない側面があります。

東京都知的財産総合センターでは、令和４年度から、都内中小企業の知的財産活用等に関する人材育

成や、スタートアップ企業の知的財産活用等を図るための支援を新たに開始し、企業の経営戦略を見据

えた知的財産の活用や戦略の策定などを強力に推進していきます。

○セミナー

知的財産の基礎知識から活用に向けた内容などをテーマとしたセミナーを実施します。

また、都の認定インキュベーション施設等への講師派遣など、都のスタートアップ支援

事業とも連携したセミナーを開催していきます。

○知的財産相談

専門知識と経験を有するアドバイザーが国内外の知的財産に関するご相談に無料で応じ

ます。相談時間は、月曜日～金曜日（土・日・祝日及び年末年始を除く）の9時～12時、

13時～17時の間の1時間です。（事前予約が必要です）

○ハンズオン支援事業（募集時期・内容等の詳細は改めてお知らせします。）

優れた技術やアイデアを持ちながら、知的財産の活用に課題を抱えるスタートアップに

対して、外部専門家を含む支援チームが、知的財産の活用を取り入れた経営戦略の策定か

ら技術実験・検証、知的財産権取得まで３年間支援し、ビジネスの拡大に向けて強く後押

しします。

スタートアップ知的財産支援事業の概要

○開 催 日 時 令和４年５月17日（火）14時開始（終了予定16時）

○テ ー マ 「スタートアップが直面する知財にまつわるビジネスリスク」

○講 師 株式会社シクロ・ハイジア代表取締役CEO 小林 誠 氏

○実 施 方 法 オンライン配信

○対 象 東京都内のスタートアップ企業経営者及び従業員等

○募 集 期 間 令和４年４月13日（水）～５月16日（月）12時まで

キックオフセミナー（受講費：無料）

※スタートアップ知的財産支援事業及びキックオフセミナーの詳細は東京都知的財産総合センター

HPをご覧ください（https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/topics/index1.html）。

１．スタートアップ知的財産支援事業



【初級コース】

○開 催 期 間 令和４年６月９日（木）～10月20日（木）

（午後（２～３時間程度）、全15回）

○コース概要 主に国内における知的財産の活用に必要な知識等の連続講義、

グループワーク、受講者ごとの個別支援

○受講対象者 東京都内の中小企業・スタートアップ企業経営者及び従業員等

（応募者多数の場合は選考有）

○受 講 料 １社50,000円（１社２名まで参加可能）

○実 施 方 法 対面もしくはオンライン配信

○募 集 期 間 令和４年４月13日（水）～５月19日（木）12時まで

【上級コース】（募集に関する詳細は改めてお知らせします。）

○開 催 期 間 令和４年11月10日（木）～令和５年３月23日（木）

（午後（２～３時間程度）、全15回）

○コース概要 主に外国における知的財産の活用や知財戦略策定に必要な知識等の連続講義、

グループワーク、受講者ごとの個別支援

○受講対象者 東京都内の中小企業・スタートアップ企業経営者及び従業員等

（応募者多数の場合は選考有）

○受 講 料 １社50,000円（１社２名まで参加可能）

【問い合わせ先】
産業労働局 商工部 創業支援課 電話 03 - 5320 – 4735

（公財）東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター
電話 03 – 3832 - 3656

知的財産人材育成スクールの概要

○開 催 日 時 令和４年５月９日（月）14時開始（終了予定16時）

○テ ー マ 「今日から始める知財人材の育成」

○講 師 知的財産人材育成スクール 主任講師 田久保 泰夫 氏

FSX株式会社 専務取締役 秋葉 勝 氏

○実 施 方 法 オンライン配信

○対 象 東京都内の中小企業・スタートアップ企業経営者及び従業員等

○募 集 期 間 令和４年４月13日（水）～５月６日（金）まで

キックオフセミナー（受講料：無料）

※知的財産人材育成スクール及びキックオフセミナーの詳細は東京都知的財産総合センターHPを

ご覧ください（https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/topics/index2.html）。

２．知的財産人材育成スクール

本スクールは、「知的財産の活用を担うことができる人材を一から育成したい」などのお悩

みを持つ都内中小企業を対象に、講義、グループワーク、個別支援を通して知的財産に関す

る知識と活用方法を体系的に学ぶことを目的としています。

本スクールの狙い

スタートアップ知的財産支援事業は、
「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。
戦略11 スタートアップ都市・東京戦略
「多様なスタートアップ育成プロジェクト」


